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金沢駅 

議案第４１８号 

金沢港 

金沢都市計画高度地区の変更（金沢市決定） 

金沢都市計画 高度地区の変更 

地区名：南新保地区 除外区域面積 約 6.5ha 

大友地区   追加区域面積 約 0.1ha 



 
  

地区名 南新保地区 

面 積 約 6.5 ha（除外） 

整理 

番号 

面積 

（ha） 
現計画 変更後 

1-1 4.4 15ｍ以下 指定なし 

1-2 0.5 20ｍ以下 指定なし 

1-3 1.6 25ｍ以下 指定なし 

合計 6.5   

 

地区名 大友地区 

面 積 約 0.1 ha（追加） 

整理 

番号 

面積 

（ha） 
現計画 変更後 

2-1 0.1 指定なし 15ｍ以下 

合計 0.1   

金沢都市計画高度地区の変更（金沢市決定） 議案第４１８号 

石川県立中央病院 

変更後 

現計画 

1-1 

1-1 

1-1 

1-1 

2-1 

1-3 

1-2 



【参考】地区計画の建築物の高さの最高限度を含むもの 
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石川県立中央病院 

変更後 

現計画 



 

都市計画高度地区を次のように変更する。                    

種 類 面  積 建 築 物 の 高 さ の 最 高 限 度 備  考 

８ｍ高度地区 約  7.6 ha 
 建築物の高さ（地盤面からの高さによる。以下と同じ。）の最高限度は８ｍ

以下とする。 
 

10ｍ高度地区 約   20 ha 建築物の高さの最高限度は 10ｍ以下とする。  

12ｍ高度地区 約  156 ha 建築物の高さの最高限度は 12ｍ以下とする。  

15ｍ高度地区 
  2,213 

約 2,209 ha 
建築物の高さの最高限度は 15ｍ以下とする。  

18ｍ高度地区 約 1,035 ha 建築物の高さの最高限度は 18ｍ以下とする。  

20ｍ高度地区 
   1,575 

約 1,574 ha 
建築物の高さの最高限度は 20ｍ以下とする。  

25ｍ高度地区 
     320 

約  318 ha 
建築物の高さの最高限度は 25ｍ以下とする。  

31ｍ高度地区 約  251 ha 建築物の高さの最高限度は 31ｍ以下とする。  

45ｍ高度地区 約   37 ha 建築物の高さの最高限度は 45ｍ以下とする。  

60ｍ高度地区 約   44 ha 建築物の高さの最高限度は 60ｍ以下とする。  

合   計 
   5,659 

約 5,652 ha 
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上段朱書きは変更前 



ただし 

１ 適用除外 

（１） この規定の適用の際、現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替えの工事中の建築物がこの規定に

適合しない部分を有する場合において、当該建築物（以下「既存不適格建築物」という。）には適用しない。 

（２） 前号の規定は、当該規定に相当する従前の規定に違反している建築物又は建築物の敷地については適用しない。 

（３） 既存不適格建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替えを行う場合について適用しない。 

（４） 既存不適格建築物の高度地区で規定する高さの最高限度の範囲内で行う増築については適用しない。 

（５） 都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）同法第 11 条第１項第８号に規定する一団地の住宅施設に係る建築物及

び同法第 11 条第１項第９号に規定する一団地の官公庁施設については適用しない。 

２ 制限の緩和 

    建築物の高さの最高限度について、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の

屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の８分の１以内の場合においては、その部分の高さは、

５メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。 

３ 許可による特例 

    次の一に該当する建築物で、周囲の環境上支障がないと認めて市長が許可したものは、この制限を適用しない

ことができる。 

（１） 既存不適格建築物の同一敷地で再度新築される建築物のうち、従前の建築物の高さを超えない範囲で、敷地形

状からやむを得ないと認められるもの。 

（２） 公益上必要な建築物で、やむを得ないと認められるもの。 

（３） 工業地域内で工場及びその関連施設で用途上やむを得ないと認められるもの。 

（４） その他、市街地環境の向上に寄与するものと認められるもの。 

  「位置及び区域は計画図表示のとおり」 

 

理 由 

 地区計画の決定により建築物の高さの最高限度を定めるため、最高限度高度地区を廃止するもの及び良好な居住環境の 
保全を図るため、最高限度高度地区を追加するものである。 
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